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資料編 
１．茨木市居住マスタープラン策定経過 
平成 29（2017）年度 

日付 内容 

10月 31日 第１回 居住施策推進委員会 

・（仮称）茨木市居住マスタープランの策定について 

12月１日 

～ 

12月 22日 

市民アンケート調査 

12月１日 

～ 

12月５日 

市外居住者インターネットアンケート調査 

12月１日 

～ 

12月 22日 

茨木市内の民間賃貸住宅に関するアンケート調査 

３月 20日 第２回 居住施策推進委員会 

・アンケート結果について 

・住生活における課題について 

 

平成 30（2018）年度 

日付 内容 

５月 17日 第１回 居住施策庁内検討会 

・居住施策庁内検討会について 

・今後のスケジュールについて 

12月７日 

～ 

12月 28日 

被害を受けた住宅に関するアンケート調査 

 

平成 31・令和元（2019）年度 

日付 内容 

５月 21日 第２回 居住施策庁内検討会 

・居住マスタープランの検討状況等について 

・今後のスケジュールについて 

・住宅・住まいに係る取組に関する調査票について 

６月 24日 第３回 居住施策推進委員会 

・茨木市居住マスタープランの策定経過について 

・大阪北部地震等の災害対応と課題について 

・茨木市居住マスタープランにおける居住施策の方向性について 

・今後のスケジュールについて 
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日付 内容 

８月 28日 第３回 居住施策庁内検討会 

・居住マスタープランにおける具体的施策について 

10月８日 第４回 居住施策推進委員会 

・計画の構成案について 

・基本理念と居住施策のテーマについて 

・具体的施策（案）について 

11月 27日 第４回 居住施策庁内検討会 

・居住マスタープラン(素案)及び施策の推進体制（案）について 

12月 26日 第５回 居住施策推進委員会 

・居住マスタープラン（素案）について 

１月 28日～ 

２月 25日 
茨木市居住マスタープラン（案）への市民意見募集（パブリックコメント） 

２月 27日 第５回 居住施策庁内検討会 

・パブリックコメントの意見と対応方針について 

３月 25日 第６回 居住施策推進委員会 

・茨木市居住マスタープラン（最終案）について 

 

茨木市居住施策推進委員会 委員 

区分 氏 名 所属等 備 考 

学
識
経
験
者
等 

檜谷 美恵子 京都府立大学生命環境科学研究科 教授 委員長 

吉田 友彦 立命館大学政策科学部 教授 副委員長 

鈴木 依子 京都女子大学家政学部 准教授  

上﨑 哉 近畿大学法学部 教授  

白倉 典武 梅田新道法律事務所  

関
係
団
体
か
ら 

推
薦
さ
れ
た
者 

岡田 藤男 株式会社リブ・ホーム会長  

桝野 照子 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団  

室 節子 
茨木市民生員児童委員協議会副会長 

（～令和元年 11月 30日） 

 

境田 邦男 
茨木市民生員児童委員協議会副会長 

（令和元年 12月 10日～） 

 

市
民 

板倉 幸司 公募市民  

與那城 千恵 公募市民  

 

茨木市居住施策庁内検討会 委員 

都市整備部長 居住政策課長 危機管理課長 政策企画課長 

市民協働推進課長 地域福祉課長 相談支援課長 生活福祉課長 

障害福祉課長 長寿介護課長 福祉指導監査課長 こども政策課長 

子育て支援課長 商工労政課長 農とみどり推進課長 環境政策課長 

都市政策課長 北部整備推進課長 市街地新生課長 建築課長 
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２．用語解説 
  

用語 解説 

あ
行 

安威川ダム周辺整備 令和５年度の安威川ダムの供用開始にあわせて、ダムにより

創出される湖面と周辺の自然豊かな空間を生かし、地域振興

や交流人口の拡大による北部地域の活性化をめざして、官民

連携により実施する事業の総称。 

空家 住宅・土地統計調査では、別荘や、賃貸、売却用等のために

人が住んでいない住宅のこと。また、空家等対策の推進に関

する特別措置法においては、居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるものをいい、１年間使用されていない

ことが１つの目安となるという考えが示されている。マンシ

ョン等の共同住宅では、全ての居室が空き室に該当する場合

に空家に該当する。 

空家等対策計画 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村が空

家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するために策定

する計画。本市では平成 29年３月に策定。 

空き家バンク制度 空家物件情報を地方公共団体のホームページ等で提供する仕

組み。市内の空家等の有効活用を推進するために情報を提供

する。本市では、空き家の発生や増加抑制、利活用の促進等

を図るため、令和元年５月に空き家バンク制度を開始してい

る。 

安心 R住宅 中古住宅のマイナスイメージを払しょくするため、一定の条

件を満たした住宅の広告に、国が商標登録したロゴマークを

付けて、物件選びに役立つ情報をわかりやすく提供する仕組

みのこと。 

あんぜん・あんしん賃

貸検索システム 

住宅確保要配慮者からの住まい探しの相談に応じる不動産事

業者（協力店）と、住宅確保要配慮者を受け入れる民間賃貸

住宅（あんぜん・あんしん賃貸住宅）等の情報提供を行うシ

ステムで、Osakaあんしん住まい推進協議会が運営を行ってい

る。 

いばきたデザインプ

ロジェクト 

深刻な過疎化が進む本市北部山間地において、地域課題解決

に向けて、地元住民をはじめ、市内外の様々な人たちが北部

地域に関心を持ち、みんなで考え、一緒に取り組んでいくこ

とができる「仕組み」をデザインしていくことを目指す取り

組み。 

インスペクション 建物状況調査。国土交通省の定める講習を修了した建築士が、

建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水

の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣

化・不具合の状況を把握する調査。 
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用語 解説 

SDGs エスディージーズ。持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 

Development Goalsの略）。平成 27年９月の国連サミットにお

いて採択された国際目標。誰一人取り残さない持続可能で多

様性と包摂性のある社会の実現のため、令和 12年を年限とす

る 17の国際目標で、その下に 169のターゲット、232の指標

が定められている。自治体を含めた様々なステークホルダー

（利害関係者）が取り組むべき目標。 

応急仮設住宅 災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住

宅を確保することができない者に対して供与する住宅で、一

時的な居住の安定を図るもの。 

応急危険度判定 人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として、大

地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震

などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備

の転倒などの危険性を判定すること。判定結果は、建築物の

見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する

歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供

することとしている。 

大阪あんぜん・あんし

ん賃貸住宅登録制度 

民間の賃貸住宅に入居を希望する高齢者、障害者、低額所得

者、子育て世帯、外国人等の入居を受け入れる一定の質を持

った民間賃貸住宅等の登録を行う制度。 

大阪府分譲マンショ

ン管理適正化推進制

度 

管理組合が自身の管理状況の課題に気づき、その改善に取り

組むきっかけを提供するため、行政や関係団体で構成される

大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協

議会により創設された制度。分譲マンションの管理組合情報

を登録することで、適正な管理のために必要な情報や専門家

のアドバイスが得られる等の支援を受けることができる。 

大阪府リフォームマ

イスター制度 

安心して住宅リフォームが行えるよう、大阪府が指定した非

営利団体「マイスター登録団体」が一定の基準を満たした事

業者「マイスター事業者」の情報を提供、紹介する制度。 

大阪北部地震 平成 30年６月 18日７時 58分、大阪府北部において発生した

マグニチュード 6.1 の地震。大阪市北区、高槻市、枚方市、

茨木市、箕面市で震度６弱、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫

県、奈良県の一部市区町村で震度５弱以上を観測した。 

大家さん向け住宅確

保要配慮者受け入れ

ハンドブック 

住宅セーフティネット制度の活用促進のため、住宅確保要配

慮者の受け入れにあたり、大家さんからよくある質問とその

答えをまとめたもの。あわせて、大家さんからの相談を受け

る仲介業や賃貸管理業などの関係者が制度の理解を深めるた

めの解説版も作成されている。 
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用語 解説 

か
行 

介護付有料老人ホー

ム 

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。掃除や洗

濯などの家事や、食事や入浴、排せつなどの介護サービスを

受けることができる介護保険制度上の指定を受けた施設。 

介護保険制度 加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、尊厳を維持

し、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介

護を社会全体で支えるための制度。平成 12年４月に施行され

た介護保険法に基づき実施されている。 

家庭用燃料電池（エネ

ファーム） 

都市ガス・LP ガスなどから、改質器を用いて燃料となる水素

を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排

熱を給湯に利用するシステム。 

CASBEE（建築物総合環

境性能評価システム） 

キャスビー。Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency の略。建築物や街区、都市などに係

わる環境性能を様々な視点から総合的に評価するためのツー

ル。一部の自治体においては、一定規模以上の建築物の新築

等の際に環境計画書の提出が義務付けられている。 

共用部分リフォーム

ローン 

住宅金融支援機構による融資制度。管理組合が実施する共用

部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用が対象

となる。 

居住支援法人 住宅確保要配慮者に対し、民間賃貸住宅への円滑な入居の促

進を図るため、契約手続きの立会い等の入居支援、見守り等

の入居後の生活支援や家賃債務保証などの居住支援を行う法

人等で、都道府県知事による指定を受けたもの。 

居住誘導区域 市街化区域内の一定のエリアにおいて、人口密度を維持する

ことにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保さ

れるよう、居住を誘導すべき区域。 

緊急通報装置設置事

業 

電話による緊急事態の連絡を行うことが困難と認められる高

齢者や障害者を対象に、24 時間体制で安全を提供するため、

対象者宅に緊急通報装置を設置する本市の事業。通報があっ

た際、市が業務を委託する警備会社に繋がり、必要に応じて、

警備会社から警備員が駆け付けて対応する。 

景観計画 景観法に基づく施策を進めるために定める計画で、対象とな

る区域（景観計画区域）、区域内での景観形成に関する方針、

行為の制限、景観重要建造物等の指定の方針などを定めてい

る。本市では、平成 24年７月に策定。 

景観法 良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務や、景観

計画の策定、景観計画区域及び景観地区等に基づく措置など

を定めた景観についての総合的な法律。 

軽費老人ホーム 自宅での生活に不安がある高齢者がサポートを受け生活する

施設で、比較的少ない費用負担で利用できる。A型・B型・ケ

アハウスの３種類がある。 
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用語 解説 

建築協定 建築物の利用を増進し、土地の環境を改善することを目的に、

土地の所有者等により、一定の区域において建築物の敷地、

位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関して建築基準

法で定める基準以上の基準を協定で定め、特定行政庁の認可

を受けたもの。 

建築相談会 住宅の所有者や、病院、店舗など不特定多数の方が利用され

る建築物の所有者、マンション管理組合役員及び区分所有者

などを対象とした、耐震診断・耐震改修、修繕、建替え等に

関する相談会で本市が実施している。 

公社賃貸住宅 地方住宅供給公社が建設し賃貸する住宅。入居にあたっては、

自ら居住するための住宅を必要とする方や同居家族などの条

件のほかに申込本人の収入の下限が定まっている。 

公的賃貸住宅 公営住宅、都市再生機構賃貸住宅、地方住宅供給公社賃貸住

宅等の公的主体により経営される賃貸住宅。特定優良賃貸住

宅、サービス付き高齢者向け住宅、地方公共団体が整備に要

する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅を含む

場合もある。 

高度地区 都市計画法に基づく地域地区の１つ。用途地域内において市

街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るために建築物の

高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 

高齢者世帯家賃助成

金 

65歳以上の単身高齢者または 65歳以上を含み 60歳以上の方

のみで構成されている高齢者世帯で、一定の要件を満たす人

に対し、家賃月額の３分の１（5,000円を限度）を助成する本

市の制度。 

高齢者向け優良賃貸

住宅 

60 歳以上の高齢者（単身又は夫婦世帯）が安全に安心して生

活できる居住を確保するため、民間の土地所有者等に建設費

及び家賃の一部を補助することにより、高齢者が低廉な家賃

で入居できる優良な賃貸住宅。 

国勢調査 国内の人口及び世帯の実態を明らかにするため、５年ごとに

総務省が行っている全国調査。 

コミュニティ 日常生活を通じ住民相互の交流が図られる地域社会や地域共

同体のこと。 

コレクティブハウス 独立した専用住戸のほかに、共同の台所、食堂などの共用施

設がついた生活協同型住居。個人のプライバシーを保ちなが

ら、夕食をともにしたり共同作業をすることで良好なコミュ

ニティを形成し、集まって暮らすことのメリットを享受する

住まい方。 

さ
行 

サービス付き高齢者

向け住宅 

面積要件やバリアフリー構造等の一定の基準を満たし、見守

りや生活相談等の高齢者を支援するサービスを提供する高齢

者向け住宅。 
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用語 解説 

再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、波力、地中熱など、自然の営みから半

永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーのこと。有

限でいずれ枯渇する化石燃料等と違い、エネルギー源が絶え

ず再生・供給され、二酸化炭素を排出しないため地球環境へ

の負荷が少ない。 

CSW コミュニティソーシャルワーカー。Community Social Worker

の略。地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間

関係等環境面を重視した援助を行うとともに、地域を基盤と

する支援活動を発見して支援を必要とする人に結びつけた

り、新たなサービスの開発や公的制度との関係の調整を行う

人。本市では、地域福祉のコーディネーターとして市内 14ヶ

所に CSWが配置されている。 

シェアハウス １つの建物に親族以外の複数人が生活し、台所や風呂・トイ

レなどを共同で利用する居住の形態、またはそのための住宅。

住居内の各部屋が住居者のプライベートな空間となり、その

ほかは共同利用の空間となる。 

市営住宅 住宅に困っている低所得者を対象に市が建設した賃貸住宅

で、公営住宅法や市営住宅条例に基づき入居者資格が定めら

れている。 

市営住宅等長寿命化

計画 

市営住宅の維持管理や更新等を着実に推進するための中期的

な取り組みの方向性を定めた計画。本市では、平成 26年３月

に策定。 

市街化区域 都市計画法に基づいて定められた、既に市街地を形成してい

る区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 都市計画法に基づいて定められた市街化を抑制すべき区域。

市街化調整区域では原則として、開発行為等は厳しく制限さ

れる。 

地震保険 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・

埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険。 

住生活基本計画（全国

計画） 

住生活基本法に基づく住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本的な計画。平成 18年 9月に閣議決定され、その後

は、平成 23 年３月、平成 28 年３月の２度にわたって計画の

大きな見直しが行われており、令和２年度に見直し予定。 

住生活基本法 国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保

及び向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責

務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について

定められた法律。 
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用語 解説 

住宅・土地統計調査 統計法に基づき実施するもので、住宅及び住宅以外で人が居

住する建物に関する実態並びにこれらに居住している世帯に

関する実態を把握する調査。現状と推移を全国及び地域別に

明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得

ることを目的としており、昭和 23年から５年ごとに実施され

ている。 

住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律（住宅セーフティネット法）第２条の各号のいずれかに該

当する者で、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て

世帯、外国人などが該当する。 

住宅確保要配慮者専

用賃貸住宅改修事業 

住宅確保要配慮者向けの住宅の供給促進を図るため、既存住

宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改

修費を支援する事業（国による直接補助）。 

住宅型有料老人ホー

ム 

食事、洗濯等の生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住

施設。介護が必要になった場合は、外部のサービスを利用し

ながら当該施設での生活を継続することが可能。 

住宅セーフティネッ

ト 

独力では住宅を確保することが困難な人が、それぞれの所得、

家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できるような

様々な仕組みのこと。 

住宅着工統計 国土交通省が実施している建築着工統統計調査の一部で、結

果は毎月公表される。住宅の着工状況（戸数、床面積の合計）

を、構造、建て方、利用関係、資金、建築工法等に分類して

把握できる。 

住宅用太陽光発電シ

ステム等設置事業補

助制度 

地球温暖化対策の一環として、家庭における新エネルギー機

器・省エネルギー機器の普及を促進するため、太陽光発電シ

ステム等を設置した方に対して設置費用の一部を補助する本

市の制度。 

住宅リフォームガイ

ドブック 

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が作成している冊子

で、リフォームの流れやポイントがマンガで紹介されている

ほか、リフォームの実例や減税・融資・補助の支援制度につ

いても掲載されている。 

住宅リフォーム事業

者団体登録制度 

住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフ

ォームを行うことができる環境の整備を図るため、一定の要

件を満たす住宅リフォーム事業者団体を国が登録する制度。 

住宅履歴情報 住宅がどのようなつくりで、どのような性能があるか、また、

建築後にどのような点検、修繕、リフォームが実施されたか

等の記録を保存、蓄積したもの。具体的には、新築時の図面

や建築確認の書類、点検の結果やリフォームの記録などのこ

と。 
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用語 解説 

重度障害者等住宅改

造助成事業 

重度障害者等が住み慣れた地域で、自立し、安心して生活が

できる環境を整備するため、住宅の改造に要する経費を助成

する事業。 

障害者共同生活援助

事業 

障害者に対し、共同生活を営む住居において主に夜間に相談、

入浴、排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の

援助を行う事業。 

障害者相談支援セン

ター 

障害者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や

助言、福祉サービスの利用支援等、地域での生活を支援する

総合相談窓口。本市では、市内 10ヶ所に設置されている。 

障害者手帳 身体障害者を対象とした「身体障害者手帳」、知的障害者を対

象とした「療育手帳」、精神障害者を対象とした「精神障害者

保健福祉手帳」の３つの手帳の総称。手帳を取得することに

より、障害の種別と程度に応じたサービスを利用することが

できる。 

シルバーハウジング 高齢者の一人暮らしや夫婦世帯などが安心して快適な生活が

できるように、住宅の設備・仕様に配慮し、緊急時には生活

援助員による対応がある等の福祉サービスを受けられる、公

営の高齢者世話付住宅。 

ストック 住宅分野では、ある一時点におけるすべての住宅の数のこと。

「ストック」に対応する言葉として「フロー」がある。「フロ

ー」は、ある一定期間内に供給される住宅の量のことをいう。

ライフスタイルの変化に対応した改修の実施等により、既存

住宅について、地域等の多様な特性に応じた活用を行うこと

をストック活用という。 

住まい探し相談会 高齢や障害などの理由で民間賃貸住宅の住まい探しに困窮す

る人が円滑に入居できるように、大阪府と市町村の連携によ

り、不動産団体の協力を得て、相談者の希望に応じた民間賃

貸住宅を紹介するための相談会。 

住まいるダイヤル 公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる

電話相談サービス。国土交通大臣から指定を受けた住宅専門

の相談窓口として電話相談を受け付けている。 

住まうビジョン・大阪 今後の住宅まちづくり政策がめざすべき目標、政策の枠組み

や施策の展開の方向性を示した大阪府の計画。住生活基本法

に基づく大阪府住生活基本計画として策定している。 

生活保護世帯 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対

し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な

最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的と

した生活保護制度に基づき、生活保護を受けている世帯。 
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用語 解説 

生産緑地地区 都市計画法に基づく地域地区の１つ。市街化区域内の農地等

のうち、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環

境の確保を図るために市町村が定めるもの。「生産緑地」は、

都市計画で定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林

のこと。 

セーフティネット住

宅 

新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者

向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者の入居

を拒まない住宅として登録された住宅。 

セーフティネット住

宅情報提供システム 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律（住宅セーフティネット法）に基づき、規模や構造等につ

いて一定の基準を満たした「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸

住宅（セーフティネット住宅）」専用の検索・閲覧・申請サイ

ト。 

専有部分 マンションなど一棟の建物に構造上区分された数個の部分が

独立していて、住居や店舗、事務所等の用途にすることがで

きるとき、それぞれ「単独に所有する部分」のこと。 

総合計画 長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的・計画的に進

めるための根幹となる計画で、行政の各分野における計画や

事業展開の指針になるとともに、市民と行政の共通の将来目

標となるもの。 

総合交通戦略 「住み続けたい元気なまち」を実現するために、市民、交通

事業者、関係機関など多様な主体の協働により推進する、具

体的な交通施策を定めた実行計画。 

た
行 

耐震改修 現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性を

向上させること。 

耐震診断 住宅や建築物が地震に対してどの程度被害を受けるのかとい

った地震に対する強さ、地震に対する安全性を評価すること。 

台風第 21号 平成 30 年８月 28 日に南鳥島近海で発生した台風。非常に強

い勢力で徳島県南部に上陸、その後神戸市に再び上陸し、速

度を上げながら近畿地方を縦断。関西国際空港の滑走路の浸

水をはじめとして、航空機や船舶の欠航、鉄道の運休等の交

通障害、断水や停電、電話の不通等ライフラインへの被害が

発生した。 

太陽光発電システム 太陽から降り注いだ光エネルギーを太陽光パネルで吸収し、

電気エネルギーへと変換して利用する仕組み。発電電力が消

費電力を上回った場合は、電力会社へ逆に送電して電気を買

い取ってもらうことができる。 
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用語 解説 

多世代近居・同居支援

事業 

多世代が支え合って暮らせるまちづくりを進め、子育てや介

護などの各世代が抱える不安を軽減するため、多世代で近

居・同居することを目的とした住宅取得・住宅リフォームに

対し、費用の一部を補助する事業。 

地域自治組織 地域住民が自ら責任をもって、よりよい地域づくりに向けて、

多様な主体が連携・協働して地域を運営する組織。 

地域包括支援センタ

ー 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉

の増進を包括的に支援する高齢者の総合相談窓口。本市では、

市内 11ヶ所に設置されている。 

地区計画 都市計画法に基づき、ある一定のまとまりをもった地区を対

象に、その地区の実情に合った、よりきめ細かい規制を行う

制度。 

長期優良住宅の普及

の促進に関する法律 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設

備について講じられた優良な住宅（長期優良住宅）の普及を

促進するための措置について定めた法律。 

長期優良住宅化リフ

ォーム推進事業 

質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備

を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯

の同居の実現に資するリフォームを支援する国の補助制度。 

長期優良住宅認定制

度 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた

優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅

の普及の促進に関する法律」で定める基準に基づき認定する

制度。認定により税の特例措置等がある。 

DIY型賃貸借 工事費用の負担が誰かに関わらず、入居者（借主）の意向を

反映して住居の改修やリフォームを行うことができる賃貸住

宅またはその契約形態。 

低炭素建築物 二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁（都

道府県、市または区）が認定を行うもの。 

低炭素建築物認定制

度 

低炭素社会の実現にむけて、市街化区域等内において低炭素

化のための措置が講じられた建築物の新築等への認定を行う

制度。認定により税の特例措置や容積率の特例措置がある。 

低炭素ライフスタイ

ル 

二酸化炭素排出やエネルギー消費が少なく、豊かで健康的な

暮らしを確立すること。 

特定公共賃貸住宅 中堅所得者世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するため、地

方公共団体が直接建設を行い、賃貸している住宅。住宅の規

模・立地状況に応じて家賃が異なる。入居に一定の条件があ

る。 
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用語 解説 

特定優良賃貸住宅 中堅所得者世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するため、地

方公共団体が建設費及び家賃の一部について支援を行ってい

る民間賃貸住宅。住宅の規模・立地状況に応じて家賃が異な

る。入居に一定の条件がある。 

特別養護老人ホーム 身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必

要とし、自宅で介護を受けることが困難な方に、入浴、排せ

つ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与

その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話を行う施設。 

都市機能誘導区域 居住誘導区域内の中心拠点や生活拠点において、医療、福祉、

商業等の都市機能の誘導を図るための区域。 

都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために策定される計

画で、土地利用、都市施設、市街地開発事業に関する計画を

総合的・一体的に定めることにより、市民が安全で、住みや

すく、働きやすい都市をめざして策定するもの。 

都市計画区域 都市計画法に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・

保全する必要がある区域として都道府県が指定する区域。 

都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡

ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、都市

計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事

業、その他都市計画に関して必要な事項を定めた法律。 

都市計画マスタープ

ラン 

都市計画法第 18条の２の規定による、市町村の都市計画に関

する基本的な方針のこと。 

都市再生特別措置法 近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会情

勢の変化に対応した都市の再生を図るための措置を定めた法

律。 

な
行 

南海トラフ地震 駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として

概ね 100～150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震のこ

と。前回の南海トラフ地震（昭和東南海地震（昭和 19年）及

び昭和南海地震（昭和 21年））が発生してから 70年以上が経

過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっ

ている。 

認知症高齢者グルー

プホーム 

認知症であるために日常生活を営むのに支障がある方が共同

生活する住居で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の援助が行われる。 

は
行 

ハザードマップ 自然災害による被害が予測される区域や避難場所、避難経路

など、住民が自主的に避難するために必要な防災情報を地図

上に示したもの。洪水や土砂災害、地震など、対象とする災

害に応じて作成される。 
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花と緑の街角づくり

推進事業 

自治会や草花の愛好グループ等の団体と地域や街角から花と

緑の輪を広げ、緑あふれる魅力あるまちづくりを目指すため、

協定を結んだ団体に対し草花の支給等の支援を行う事業。 

バリアフリー 高齢者や障害者をはじめ、誰もが社会生活を行う上で障壁（バ

リア）となるものを、ハード・ソフトの両面から除去するこ

と。 

府営住宅 住宅に困っている低所得者を対象に大阪府が建設した賃貸住

宅で、公営住宅法や大阪府営住宅条例に基づき入居者資格が

定められている。 

分譲マンション管理

相談会 

茨木市内の分譲マンション管理組合の役員や区分所有者等を

対象に、分譲マンションの維持・管理や管理組合の運営につ

いて、マンション管理士が相談に応じる相談会。 

BELS（建築物省エネル

ギー性能表示制度） 

ベルス。Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

の略。全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関す

る評価・表示を行う第三者認証制度。 

北部地域（いばきた） 茨木市の北部に位置する旧石河村、旧清溪村、旧見山村の地

域。 

ま
行 

マイホーム借上げ制

度 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）の制度で、50歳

以上の人が所有する住宅を借り上げて転貸し、安定した賃料

収入を保証するもの。これにより自宅を売却することなく、

住みかえや老後の資金として活用することができる。 

マイホーム点検・補修

記録シート 

住まいの保守管理について、住宅金融支援機構が作成したマ

イホームの点検時の記録シートで、入居者と専門業者が協力

して実施しておくべき定期点検項目をまとめたもの。 

マンション管理士 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく国家

資格を有する者で、分譲マンションの管理組合の運営や建物

構造上の技術的問題などに関して、管理組合や区分所有者な

どの相談に応じて、適切な指導や助言、援助を行う。 

みなし仮設住宅 賃貸住宅の居室の借上げにより、被災者が無償で入居する民

間の賃貸住宅。災害救助法に基づく応急仮設住宅の一種とみ

なされる。 

民生委員 民生委員法に基づき、各市町村に置かれるボランティア。担

当地区内の生活に困っている人や、障害者、高齢者、児童な

どの相談に応じ、適切な指導・助言を行う。児童委員は児童

福祉法に基づき民生委員が兼務している。 

民有地緑化助成事業 緑あふれる魅力あるまちづくりを進めるため、民有地での緑

化について、その費用の一部を補助する事業。 

木造住宅低コスト耐

震補強工法 

改修工事を合理的に行うことで、工事費を低くする工法。例

えば、天井や床を極力剥がさずに補強することで、工期の短

縮等により工事費を低くすることができる。 
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用語 解説 

や
行 

家賃債務保証 入居希望者が賃貸住宅の契約を締結する場合に、保証会社が

借主の連帯保証人に近い役割を担い、家賃債務を保証するこ

と。借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を滞納した場合に、

保証会社が一定範囲内で立て替える。 

UR賃貸住宅 独立行政法人都市再生機構（UR 都市機構）が管理する賃貸住

宅のこと。全国に約 72万戸ある。礼金・仲介手数料・更新料・

保証人が不要であることが特徴。 

養護老人ホーム 65 歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由

により自宅での生活が困難になった方に、食事サービス、機

能訓練、その他日常生活上必要な援助を行う施設。 

用途地域 都市計画法に基づく地域地区の１つ。土地利用を誘導し、住

居、商業、工業等、市街地の大枠としての土地利用を定める

ため、建物用途を制限するもの。 

ら
行 

罹災証明書 災害対策基本法に基づき、市町村長が災害による被害の程度

を証明する書面。各種被災者支援策の適用の判断材料として

幅広く活用されている。 

立地適正化計画 都市再生特別措置法に基づき、都市計画区域において住宅や

都市の生活を支える都市機能（医療・福祉、商業等）の立地

の適正化を図るための計画。都市全体を見渡しながら、市街

化区域において居住や都市機能を誘導する区域を設定し、こ

れらを誘導する施策等が計画に記載されている 

リバースモーゲージ

制度 

所有する自宅を担保にして、そこに住み続けながら、自宅の

リフォーム費用や老後の生活費等の融資を受ける制度。亡く

なった後に、その自宅を売却した金額で借入額（元本）を一

括返済し、生存中は毎月利息分のみの返済負担が発生するプ

ランが代表的。 

リフォーム瑕疵保険

制度 

リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度。リフ

ォーム工事に瑕疵が見つかった場合の補修費用をまかなうた

めにリフォーム業者が加入する。 

リフォーム評価ナビ 一般財団法人住まいづくりナビセンターが運営するリフォー

ムのポータルサイト。リフォーム会社の会社情報や施工事例

を、口コミ・評判とともに紹介している。 

流通業務地区 都市計画法に基づく地域地区の１つ。大都市における流通機

能の向上や道路交通の円滑化を図るために指定する地区。立

地可能な施設は原則としてトラックターミナル、卸売市場、

倉庫など流通業務の用に供する施設に限定される。 

緑被率 一定の地域における緑被面積の占める割合。樹木被覆地（山

林）、その他緑被地（畑、田・休耕地、原野・牧野）を緑被面

積として計測している。 
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